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静 岡 銀 行 

〔外貨普通預金の「自動積立プラン」（愛称：「みんなの外貨」）〕 

― 金融商品 24 -2― 

項  目 内          容 

1.商品名 外貨普通預金の「自動積立プラン」（愛称：「みんなの外貨」） 

2.販売対象 個人および法人のお客さま(「しずぎんダイレクト」(テレホンバンクサービス)ご利用の場合は、２０歳以上の個人) 

お申し込みにあたっては、外貨普通預金口座が必要となります。 

 

3.入金指定口座 外貨普通預金口座 

4.引落指定口座 同一名義人の円貨普通預金または当座預金口座 

（「外国為替取引にかかる預金口座振替および入金口座指定依頼書」または「預金口座振替依頼書」

により指定いただいた預金口座） 

5.積立金額 1 千円以上 1,000 万円未満（1 千円単位） 

年 2 回まで増額指定も可能です。 

6.積立期間 積立期間の定めはありません(積立期間を指定いただくことも可能です)。 

7.積立間隔 毎月 

8.振替日 お客さまの指定日 

振替日当日が銀行休業日の場合は、翌営業日に振替を行います。ただし、翌営業日が翌月となる場

合は、前営業日に振替を行います。 

9.利息 

(1)適用利率 

(2)利払頻度 

(3)計算方法 

(4)課税方法 

 

 

 (5)金利情報の入

手方法 

 

当行の定める外貨普通預金利率を適用します(変動金利・変動基準なし)。 

毎年 2 月と 8 月の当行所定の日にお支払いします。 

付利単位を補助通貨単位(米ドルの場合１セント)とし、１年を３６５日とした日割計算により算出します。 

①個人の場合：20.315％（国税 15.315％、地方税 5％）の源泉分離課税 

（マル優のお取り扱いはできません） 

②法人の場合：15.315％（国税）が源泉徴収されます 

 

金利については窓口にお問い合わせください(ホームページでもご覧いただけます)。 

10.自動振替 ① 当行所定の引落し処理時に、引落指定口座の残高（残高については、受入れた証券類で決済確認

前のものを差し引いた支払可能残高。総合口座の当座貸越残高を含む）が振替金額に満たない場

合は、通知することなくその月の振替を行いません。 

② 振替日当日の入金であっても、当行所定の引落し処理後に入金となった場合は、同様にその月の

振替を行いません。 

 

11.入金指定口

座（外貨普通

預金口座）へ

の入金 

①振替日における入金指定口座（外貨普通預金口座）への入金外貨額は、上記 5.に定める積立金額

を当行所定の外国為替相場を使用し算出します。この際、預入通貨の補助通貨単位未満は当行  

所定の方法で取扱います。 

② 入金指定口座（外貨普通預金口座）には、自動積立プランによるご入金のほか、随時お預け入れ、お引き出

しが可能です。 

 

12.取引内容の

変更 

振替日の 2 営業日前までに手続きしてください。 

13.手数料 外貨預金のお預け入れおよびお引き出しには、下記の手数料がかかります。(手数料に消費税はかかりません) 

 

 (通貨) お預け入れ お引き出し 

円と外貨の交換に 

かかる為替手数料 

(１「通貨単位」あたり) 

＜￥(円)⇔＄(外貨預金)＞ 

米ドル ８０銭 １円 

ユーロ １円２０銭 １円５０銭 

オーストラリアドル 
２円 ２円５０銭 

ニュージーランドドル 

 
 
 
 
 
 
 

（次頁へ続く） 
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項  目 内          容 

14.解約等 ① お客さまの引落指定口座が解約された場合、または入金指定口座（外貨普通預金口座）が解約さ

れた場合、当行はこの自動積立プラン契約は終了したものとして取扱います。 
 

② この自動積立プラン契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。 

ただし当行に対する解約の通知は、振替日の２営業日前までに当行所定の方法で行うものとしま 

す。                                    

③ 当行に対する解約の通知がないまま、長期間にわたり振替がなされない場合、または住所変更・

連絡先の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由によってお客さまの所在が不明になった場

合等、相当の事由がある場合、当行はこの自動積立プラン契約は終了したものとして取扱うこと

があります。 

④ 金融情勢の変化・取扱通貨国の諸事情等により自動振替を中止する場合があります。 

15.重要事項 

について 

① この預金は預金保険の対象外となります。 

② 外貨預金には、為替変動リスク(為替レートの変動により、お受け取りの外貨を円換算すると、  

当初外貨預金お預け入れ時の払い込み円貨額を下回る(円ベースでの元本割れ)リスク)がありま

す。 

③ 円を外貨にする際(預入時)および外貨を円にする際(引出時)は為替手数料(１米ドルあたり預入時

８０銭、引出時１円。１ユーロあたり預入時１円２０銭、引出時１円５０銭。１オーストラリア

ドルあたり預入時２円、引出時２円５０銭。１ニュージーランドドルあたり預入時２円、引出時

２円５０銭)がかかります。お預け入れおよびお引き出しの際は、為替手数料を含んだ為替レート

である当行所定のＴＴＳレート※１(預入時)、ＴＴＢレート※２(引出時)をそれぞれ適用します。

したがって、為替レートの変動がない場合でも、往復の為替手数料(１米ドルあたり往復１円８０

銭、１ユーロ２円７０銭、１オーストラリアドル４円５０銭、１ニュージーランドドル４円５０

銭)がかかるため、お受け取りの外貨の円換算額が当初外貨預金お預け入れ時の払い込み円貨額を

下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。 

 

※ １ ＴＴＳレート：お客さまが円を外貨に交換するときのレートです。 

※ ２ ＴＴＢレート：お客さまが外貨を円に交換するときのレートです。 

   

④外国為替市場が閉鎖された時には取引ができないことがあります。また外国為替市場の急激な  

変動により取引を一時中断させていただく場合があります。 

 

16.その他参考

となる事項 

① 入金指定口座（外貨普通預金口座）がステートメント式の場合は、原則として 1 月および  

7 月の初旬に取引明細を郵送いたします。 

② この預金は、譲渡または質入れすることはできません。 

③ 外貨普通預金の商品概要は 24-1 頁に記載されています。 

 

17.当行が契約

している指定

紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

①連絡先 全国銀行協会相談室 

⑤ 話番号 0570－017109 または 03－5252－3772 

 

商号等 株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第 5 号  


